
調査・研究

　適用猶予・除外の事業・業務の中には医師も

含まれており、改正法施行 5 年後に、時間外労

働の上限規制を適用、具体的な上限時間等は省

令で定めることとし、医療界の参加の場におい

て、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等

について検討し、結論を得ることとされた。

　医師は患者の治療結果に最も影響を与える最

高のプロフェッションであり、チーム医療にお

けるリーダーである。また医師は、多くの場合、

労働者としての勤務医の立場であるが、病院や

医院の経営者としての医師もいる。働き方改革

1　はじめに
　これまで様々な議論がなされてきたが、2018

年 7 月 6 日、「働き方改革を推進するための関係

法律の整備に関する法律」が公布され、2019 年

4 月 1 日から順次施行されていくこととなった。

本法律の目的は、労働者がそれぞれの事情に応

じた多様な働き方を選択できる社会を実現する

働き方改革を総合的に推進するため、長時間労

働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形

態にかかわらない公正な待遇の確保等のための

措置を講ずることとしている。

〜要旨〜
　働き方改革推進の中で、医療現場のあり方についても変化が求められてきている。医療におけるチー
ムリーダーであり、高度な知識と技術を兼ね備えたプロフェッションである医師の働き方改革はどの
ようになされるべきであるかについても検討が進められてきている。本稿では、医師も人間であると
いう前提で、安全で安心な医療が提供されるためには、院内においてどのような改革が必要であるか
について考察を加えた。
　医師の職業倫理や特殊性、働き方に関する検討会内容の分析や具体的な診療報酬改定についても触
れながら、患者にとって最善のアウトカムとなるためには、単に労働時間短縮のみの議論ではなく、
医師の臨床能力評価の実施や教育や研修内容に対する第三者による評価なども同時に行われることが
重要であり、また、医師の業務軽減のために多職種が協力するためには、他職種の臨床能力向上のた
めの教育や研修、評価なども重要となることについて論じた。医師の働き方改革の実施により、患者
の治療に対するアウトカムに効果がもたらされるようにしなければならないことについて論じた。
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患者中心の医療の視点からみた医師の仕事
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らないとされたのである。

　一般的に、人生の中で、最も長い時間、つま

り一生のうちの約半分以上の時間を過ごしてい

る場が、まさに職業生活の場であることを考え

ると、「職業生活の充実」は、人間の健康にとっ

て大変重要であることは間違いない。また、長

い人生の中では、様々な人間関係や家族関係が

生じているが、関連するすべての出来事が定年

後であるはずはなく、職業生活を送っている間

に並行して、様々な人生の危機や困難に直面し

ているのが平均的である 1）。職業生活者自身あ

るいは家族の介護の問題や病気療養などは、か

なりの人々が経験する出来事である。職業生活

を充実させるには、個人による自己責任部分と

社会的な仕組みなどが影響を及ぼす社会的責任

の部分の双方があると思われる。職業中断によ

る様々な影響により人生が激変することの無い

よう、今後はよりきめ細かな施策が求められて

いると言えよう。

　医師は患者の病気を治すプロフェッションで

あると同時に、患者と同じく、一人の人間とし

て、一度しかない人生を充実させて生きること

が目的であるはずであり、多くの医師自身が結

婚や子育て、両親の介護や自らの病気との闘い

を経験している。患者を治療するプロフェッショ

ンとしての医師、一人の人間としての人生設計

の双方がバランスよくなるよう、職業生活の充

実が図られることが重要である。

3　医師の働き方改革に関する検討会による
検討
　厚生労働省内において、「医師の働き方改革に

関する検討会」が発足しており、2018 年 2 月に

中間的な論点整理並びに医師の労働時間短縮に

向けた緊急的な取組について提言がなされた 2）。

の実現により、患者中心の医療が実現され、よ

りよいアウトカムにつながることが重要である。

本稿では以下、患者中心の医療の視点からみた

医師の仕事について、関連する事項の分析を行

いながら、最善のアウトカムを目指すにはどの

ような諸課題があるかについて検討することと

したい。

2　職業生活の充実
　「働き方改革を推進するための関係法律の整備

に関する法律」の制定に伴い、1966 年に制定さ

れた日本における労働市場政策の基本法である

「雇用対策法」も改正され、「労働施策の総合的

な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律」に変更された。法律の

目的は、労働施策を総合的に講ずることにより、

労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職

業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、

労働者がその能力を有効に発揮することができ

るようにし、その職業の安定等を図ることであ

る。

　国のすべき施策としては、労働者の多様な事

情に応じた「職業生活の充実」に対応し、働き

方改革を総合的に推進するための必要な施策と

して、現行の雇用関係の施策に加え、①労働時

間の短縮その他の労働条件の改善、②雇用形態

又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれ

た待遇の確保、③多様な就業形態の普及、④仕

事と生活（育児、介護、治療）の両立、に関す

る施策を新たに規定することとなった。また、

本法律では、事業主の役割の重要性から、責務

に「職業生活の充実」に対応したものを加える

こととされた。具体的には、事業主は、労働者

の労働時間の短縮その他の労働条件の改善など、

労働者が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に

応じて就業できる環境の整備に努めなければな
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救急科等、臨床研修医、医療機関別では大学病

院において特に勤務時間が長くなっているとし

ている。年齢層や診療科、勤務場所などによる

違いが見受けられる。さらに、要因としては、

急変した患者等への緊急対応、手術や外来対応

等の延長といった診療に関するもの、勉強会等

への参加といった自己研鑽に関するもの等が挙

げられるとしている。個別性の高い医療の難し

さ、プロフェッションの質に関する問題が関係

している結果が伺える。

　また、具体的に緊急対応、手術や外来対応等

の延長をもたらしているのは、救急搬送を含め

診療時間外に診療が必要な患者や、所定の勤務

時間内に対応しきれない長時間の手術、外来の

患者数の多さ、医師はそれらに対応しなければ

ならないとする応召義務の存在、タスク・シフ

ティング（業務の移管）が十分に進んでいない

現場の勤務環境、求めに応じ質の高い医療を提

供したいという個々の医師の職業意識の高さ等

であると考えられるとしている。これらの諸問

題は、医師個人のみの問題ではなく、病院全体

のマネジメントの仕方が少なからず影響を及ぼ

しているものであると思われる。病院全体のシ

ステムの見直しも同時に進めなければならない

諸課題である。

（2）医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組
　更に提言では、医師の時間外労働規制の施行

を待たずとも、勤務医を雇用する個々の医療機

関が自らの状況を踏まえ、できることから自主

的な取組を進めることが重要であるとし、医師

の労働時間管理の適正化に向けた取組、36 協定

等の自己点検、既存の産業保健の仕組の活用な

ど現行の労働法制により当然求められる事項に

ついては、全医療機関において着実に実施され

るべきであるとしている。また、これらの取組

（1） 医師の働き方改革に関する検討会中間的
な論点整理

　本検討会では様々な論点が整理され、提示さ

れている。医師の働き方改革には、「社会全体と

してどのように考えるか」という観点が不可欠

であるとしており、提供側だけでなく、患者側

等も含めた国民的な関わりによって、我が国の

医療提供体制を損なわない医師の働き方を進め

ていく必要があるとしている。

　これまで患者は、あまり病院という組織を十

分に理解しておらず、また医師も患者同様の人

間であるという視点がやや欠けていたかも知れ

ない。国民皆保険制度を中心とした優れたヘル

スケアシステムと、パターナリズムに基づく、

お任せ医療の考え方が永らく浸透しており、医

師は神様であり、疲れも知らず何でも治してく

れると考えている患者も少なくなかったと思わ

れる。また多くの患者は、医療や病気に対する

学習の機会が少なく、知識も十分ではなく、自

身の心身に対する責任や自覚、積極的な患者役

割を果たすという視点にやや欠けていたと思わ

れる。しかしながら、医療はサービスであり、

患者は命に関わるサービスを、医師を中心とす

る医療従事者に委ねている。また医療のアウト

カムによって、不利益を被るのは多くは患者と

その家族である。各ケアのプロセスにおいて安

全と最善を求めることは患者の権利としての側

面もあることも本議論には欠かせないはずであ

る。医師の働き方改革の検討には患者の視点も

十分に組み込まれるべきであると思われる。

　さらに、提言の中での医師の勤務実態の分析

状況と今後の検討に関する論点では、勤務医約

24 万人のうち、長時間勤務の実態にある医師の

多くは病院勤務医であり、特に 20 代、30 代の

男女、40 代までの男性医師が長時間となってい

るとしており、診療科等では産婦人科、外科、
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医療を実践する看護師や薬剤師その他各医療ス

タッフのスキルや知識などについて十分に理解

している必要があり、場合によっては他職種へ

の指導も重要となると思われる。また医療者用、

患者用双方のクリニカルパスの積極的な活用も、

各職種の連携及び患者参加の医療の実践には不

可欠になると思われる。タスク・シフティング

の推進と同時に進めていかなければならない課

題かと思われる。

②　医療機関の状況に応じた医師の労働時間短

縮に向けた取組

　各医療機関の置かれた状況に応じた医師の労

働時間短縮に向けた取組として、以下の内容が

提案されている。

　〇勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等

の対応を行わないこと / 〇当直明けの勤務負担

の緩和（連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の

設定）/ 〇勤務間インターバルや完全休日の設

定 / 〇複数主治医制の導入

　これらの各取組については、医師不足となっ

ている医療機関にとってはなかなか実現が難し

いことと思われる。医師の偏在の問題の解消策

と同時に進められる必要がある。また、患者に

とって最善のアウトカムを期待するという視点

からは、病状説明の対応を行わないことや複数

主治医制については慎重な議論が必要であると

思われる。説明の仕方や内容によっては、特に

患者のメンタル面に少なからず影響を与え、ま

た医師に対する患者の期待度や信頼度は患者の

積極的な治療への参加や予後にも少なからず影

響を与えることも否定できない。残念ながらい

くら標準化がなされていても、医師も人間であ

り、患者も人間である。医師―患者関係におけ

る信頼という主観的な要素についても医療は無

視できないことは課題として認識して検討を進

は、一人ひとりの医師の健康やワーク・ライフ・

バランスの確保と、医療の質・安全の向上のた

めにこれまでとは異なる新しい働き方を生み出

していくこと、若手医師のキャリア形成を応援

できる勤務環境を整えていくための第一歩であ

るとしており、医療機関において経営や組織運

営全般に責任を持つ立場や、個々の医療現場の

責任者・指導者の立場にある医師が主体的に取

り組めるよう支援していくことが重要であると

している。

　この他、種々の取組が必要であるとしており、

以下の内容に関する具体的な取組も進められる

べきであるとしている。

①タスク・シフティング（業務の移管）の推進

　医師の業務の負担軽減のため、次の内容につ

いて他職種へのタスク・シフティング（業務の

移管）を推進するべきであるとしている。

　〇初診時の予診 / 〇検査手順の説明や入院の

説明 / 〇薬の説明や服薬の指導 / 〇静脈採血 /

〇静脈注射/〇静脈ラインの確保/〇尿道カテー

テルの留置（患者の性別を問わない）/ 〇診断

書等の代行入力 / 〇患者の移動

　これらの各業務を見てみると、薬剤師や検査

技師、看護師などの各職種が行える行為内容と

なっていることが分かる。各職種に関する法規

においては、これらの業務については、医師の

指示の下、実施することができることとなって

いる。つまり、今後は、患者の一連の治療プロ

セスにおいては、チーム医療によるアプローチ

を中心とし、医師による他職種への的確な指示

の下、各行為が実践されることが標準的なケア

プロセスになっていくことと予測される。患者

の安心・安全を保証した上での患者中心の医療

の実現の視点からは、これらのタスク・シフティ

ングを推進すると同時に、医師は一緒にチーム
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ものすごい勢いで医学知識は増え、診療技術は

高度化しているので、膨大な時間の勉強が背景

になければ、多くの医師は怖くて患者さんを診

られないはずである。』

　全くその通りであると思われる。太古の昔か

ら、富や名声などを手に入れた多くの黄帝やリー

ダー達は、最後には不老不死を追い求めてきた。

病気や生命の神秘に関する研究は今日まで世界

中で活発になされてきており、まさに日進月歩

の領域である。そのような領域における職業で

ある医師を選択したならば、当然、日々の勉学

や研鑽を怠ることは許されない領域と思われる。

だからこそ、最も信頼され、尊敬される職業な

のである。確かに医師の日々の業務が増えてお

り、多忙を極めているため、効率化やチームに

よるカバーは出来る限り今後も検討されるべき

であろう。しかしながら、医師の働き方の本質

については、医師個人の倫理観や崇高な考え方、

病を憎んで徹底して熱心に勉学する精神、患者

に慈愛の精神で接することのできる心の広さと

人間性が最も重要ではないだろうか。

（1） 医師の職業倫理指針
　日本医師会から出されている「医師の職業倫

理指針」を確認してみたい 4）。今日の医師の倫

理については、患者の自律性（autonomy）、善行

（beneficence）、公正性（fairness）の 3 つの原則

が主な基盤になっているとした上で、医師の基

本的責務として、以下の 3 点が示されている。

①　医学知識・技術の習得と生涯学習：専門職

としての能力、すなわち確かな医学知識と

技術は、医師にとって当然備えるべき条件

である。そのためにも、医師は医療を行う

限り、生涯にわたり日進月歩の現代医学に

基づく医学知識を学び、その技術を習得す

めなければならないと思われる。

3　医師の仕事の本質
　医師という職業は他の職業とは異なっている

のだろうか。多くの知識を習得し、高度な技術

を修練することが求められ、他の業種よりも長

い修業年数が求められる医師という職業を選択

した時点で、医師のプロフェッションとしての

倫理観と覚悟が求められている職業であると思

われる。

　聖路加国際病院院長である福井は、医師の職

業としての特性について以下のように述べてい

る 3）。

　『医師は、自分の高い勉学意欲があって仕事を

しているから「やらされ感」がない。大半は、

自分の患者さんを治すために必要なことを自分

の判断、チームとして自主的な判断でやってい

るから、その患者さんを診たこともない医師が

あれこれ指示するということはあり得ない。〜

（略）〜すべての医師は、質の高い医療の提供は

すなわち自分の勉強だと思っているはずである。

部長クラスの医師であっても、手術の後は、時

間外になっても病室を訪れる。大きな手術後で

あれば、土日も当然である。それを見て若い医

師も当然と思うようになる。だからこそ、聖路

加国際病院は研修病院として若い医師に人気が

あるのである。もちろん家に帰って勉強しても

良いが、やはり患者さんの状況を直接観察して、

カルテ上の検査結果を見て、必要時にはインター

ネットで最新情報をチェックして、翌日の診察

に備える。医師のプロフェッショナリズムには

色々な定義があるが、必ずエクセレンスという

言葉が入っている。自分を常に向上させるとい

うことである。そのモチベーションがない限り

医師になるべきではない。アッという間に時代

遅れの診療しかできなくなり、事故につながる。
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べきである」ということは、すでに標準化され、

マニュアル化され、画一化されたことのみを実

践するのが医師という職業ではなく、診療の質

の向上に役立つよう、常に研究の視点を身に付

け、患者の苦痛や QOL の向上にも役立つよう、

最新の治療方法や手技についても研究していく

ことが求められている。つまり、ここでも「①

医学知識・技術の習得と生涯学習」と同様、単

に時間だけで医師の給与や能力を評価すること

は難しく、治療成績や診療への研究成果の還元

などについても合わせて評価することが院内で

は必要となる。

③　医師への信頼の基盤となる品位の保持：医

師は、日頃から多くの人との交わり、さま

ざまな学識や経験を生かした多面的なもの

の見方ができるように見識を培い、医業の

尊厳と医師としての社会的使命を重んじ、

また、その言動について責任をもつべきで

あり、患者や社会の信頼に応えるよう努め

なければならない。この信頼は、医学知識

や医療技術だけでなく、誠実、礼節、清潔、

謙虚、良いマナーなどのいくつかの美徳に

支えられ培われるものである。このような

人間性の修養と品位の保持に努めることは、

社会の医師集団に対する信頼を維持する基

盤であり、個々の医師にとっての責務でも

ある。また、医療は国を超えて世界のいず

れの国においても重要な社会の基本要素で

あり、医師は世界医師会（WMA）におけ

るさまざまな宣言等に留意するとともに、

患者の権利を尊重し、人類愛をもった行動

と言動に努める必要がある。

　「医師への信頼の基盤となる品位の保持」に

ついて、医師がきちんとできているかについて

る義務があり、さらに診療に当たっては、

確かな根拠に基づいた医療を行う責任があ

る。学習は、活字をはじめとするさまざま

なメディアを通じて行い、また学会や医師

会の講演会や研修会への参加など、様々な

機会をとらえて行われるべきである。そし

て広い視野で情報収集を行ったうえで、そ

の学習の成果を日々の医療の実践において

発揮すべきである。

　勤務形態からすると、確かに多くの医師は病

院勤務の労働者ではあるが、単純労働とはかな

り性質が異なることがわかる。「医師は医療を行

う限り、生涯にわたり日進月歩の現代医学に基

づく医学知識を学び、その技術を習得する義務

があり」とあるように、医師としての修練を積

んでいることが求められている限り、もし、労

働内容を時間で評価するのであれば、必ずセッ

トで個々の医師の診療の質の評価を行わなけれ

ばならないことになる。つまり、個々の医師の

診療実施内容に関するアウトカム評価が行われ

た上で、時間による評価が可能となると思われ

る。医師の職業の本質としての資質を満たして

いない場合、単に労働時間だけで評価すること

は、患者にとっても医師にとっても十分だとは

言えないことになることに留意が必要である。

②　研究心、研究への関与：医師は、その従事

する職域にかかわらず、常に医学の進歩と

発展のために貢献すべきである。医療の向

上のためには、個々の患者に対する診療の

みならず、診療の基盤となる研究の向上を

図ることも重要である。

　この点についても、特殊な職種であることが

わかる。「常に医学の進歩と発展のために貢献す
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応

　院内における医師の長時間労働の改善に努め

る際には、それぞれについてどのように工夫す

ればより効率と質の双方が保証できるかについ

ても同時に検討していかなければならないと思

われる。

4　診療報酬改定
　わが国の病院経営において最も重要である診

療報酬においても、医療従事者の働き方改革に

関する改定が組み込まれるようになってきた。

2018 年診療報酬改定における医療従事者の働き

方改革に関する内容は以下の通りとなっている 6）。

　医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進と

しては、Ⅰ . チーム医療等の推進（業務の共同化、

移管等）等の勤務環境の改善、Ⅱ . 業務の効率化・

合理化、Ⅲ .ICT 等の将来の医療を担う新たな技

術の着実な導入、Ⅳ . 地域包括ケアシステム構

築のための多職種連携による取組の強化、Ⅴ . 外

来医療の機能分化、の各視点から改定が行われ

た。

　特に、チーム医療等の推進等の勤務環境の改

善に関する具体的な改定のポイントは以下の通

りである。

Ⅰ　チーム医療等の推進（業務の共同化、移
管等）等の勤務環境の改善

①　医療従事者の勤務環境改善の取組の推進

②　医師等の従事者の常勤配置に関する要件の

緩和

③　常勤の薬剤師に係る週当たりの勤務時間の

特例

④　救命救急入院料等における医師の勤務場所

に関する要件の緩和

⑤　ICT を活用した勤務場所に関する規定の緩和

⑥　看護職員と看護補助者との業務分担・共同

の確認は、医師自身による自己評価だけでは難

しい内容と思われる。直接医師による診察を受

けている患者や家族、一緒にチームを組んでい

る他の医師をはじめとする多職種による医療ス

タッフ、そして第三者による評価の視点が重要

となる。医師の卒後臨床研修の義務化に伴い、

臨床研修病院の第三者評価が開始され、これま

でに 200 病院以上が認定されている 5）。卒後臨

床研修評価機構では、臨床研修病院全体として、

研修医が医師としての資質の向上に努められる

よう、臨床研修プログラム責任者や各診療領域

の指導医、看護師や薬剤師、他の臨床指導者な

ど院内スタッフが一丸となって、患者の安全と

安心を保証しながら臨床研修を実施しているか

について第三者による評価を実施している。少

しでも多くの研修病院において第三者による評

価が実施され、医師の職業倫理が遵守されなが

ら、診療の質向上に貢献できることが期待され

る。

　さらに、医師と患者に関しては、以下の各点

について対応することが求められている。

①患者の権利の尊重および擁護 / ②病名・病

状についての本人および家族への説明 / ③患

者の同意 / ④患者の同意と輸血拒否 / ⑤診療

録の記載と保存 / ⑥守秘（秘密保持）義務 /

⑦患者の個人情報、診療情報の保護と開示 /

⑧応召義務 / ⑨緊急事態における自発的診療

（援助）/ ⑩無診察治療等の禁止 / ⑪処方せん

交付義務 / ⑫対診、およびセカンド・オピニ

オン / ⑬広告・宣伝と情報提供 / ⑭科学的根

拠のない医療 / ⑮医療に含まれない商品の販

売やサービスの提供 / ⑯患者の責務に対する

働きかけ / ⑰医療行為に対する報酬や謝礼 /

⑱かかりつけ医の責務 / ⑲外国人患者への対

103 季刊　個人金融　2019 冬



調査・研究

⑤　看護補助者の配置による看護職員の負担軽

減

　また、病院勤務医等の負担軽減策として効果

があるものについて、医療機関の取組がさらに

進むよう、複数項目の取組を計画に盛り込むこ

とを医師の事務作業補助者体制加算等の要件と

するとともに、医師事務作業補助体制加算等の

評価を充実することとされた。院内に、多職種

からなる役割分担推進のための委員会又は会議

を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の

改善に資する計画」を作成することとされ、計

画には、医師と医療関係職種、医療関係職種と

事務職員等における役割分担の具体的内容（例

えば、初診時の予約の実施、静脈採血等の実施、

入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服

薬指導など）について計画に記載し、院内の職

員に向けて周知徹底するとともに、委員会等で

取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと

とされた。

　この他計画には、医師の勤務体制等に係る取

組について、次に掲げる項目のうち少なくとも

2 項目以上を含んでいることとされた。

①　勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制

の実施

②　前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一

定時間の休息時間の確保（勤務間インター

バル）

③　予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮

④　当直翌日の業務内容に対する配慮

⑤　交替勤務制・複数主治医制の実施

⑥　育児・介護休業法第 23 条第 1 項、同条第 3

項又は同法第 24 条の規定による措置を活用

した短時間正規雇用医師の活用

　また、医師事務作業補助体制加算については、

例えば医師事務作業補助体制加算 1 の病院につ

いては、15 対 1 補助体制加算についてはこれま

の推進

⑦　専従要件の緩和

⑧　地域包括診療料等の見直し

⑨　小児科療養指導料の見直し

⑩　情報通信技術（ICT）を活用した関係機関連

携の推進

⑪　麻酔科の診療に係る評価の見直し

　特に、「①医療従事者の勤務環境改善の取組の

推進」については、安全で質の高い医療を提供

する観点から、総合入院体制加算等について、

医療従事者の勤務環境に関する取組が推進され

るよう、要件を見直すとともに、負担軽減及び

勤務環境改善の取組に係る手続きの合理化を行

うことが基本的な考え方とされた。

　具体的な内容は、病院に勤務する医療従事者

の勤務環境改善の取組がさらに進むよう、総合

入院体制加算の要件となっている病院勤務医の

負担軽減等の体制について、対象を病院に勤務

する医療従事者全体に拡大し、取組内容を整理

することとされた。院内に多職種からなる役割

分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医

療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する

計画」を作成することとされた。さらに、当該

計画には、以下の各項目のうち、少なくとも 2

項目以上を含んでいることとされた。

①　外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療

機関との連携などの外来縮小の取組み（許

可病床の数が 400 床以上の病院では、必ず

本項目を計画に含むこと）

②　院内保育所の設置（夜間帯の保育や病児保

育の実施が含まれることが望ましい）

③　医師事務作業補助者の配置による病院勤務

医の事務作業の負担軽減

④　病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応に

ついての負担軽減及び処遇改善
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検討が院内で求められていると言える。

5　終わりに―医師が働きやすく、患者への
アウトカムがベストになるような院内の構
築を目指して

　わが国で現在積極的に進められている人々の

ワーク・ライフ・バランスを目指した働き方改

革の実施に伴い、高度なプロフェッションの担

い手である医師という職業においては、どのよ

うな働き方改革が可能であるかについて、医療

という最も人間の生死に関して重要な領域であ

ることを前提に、患者の視点から検討を加えて

きた。

　病院に勤務する医師は基本的には労働者では

あるが、医師という特殊な職業であることを十

分に理解した上で、労働時間を中心とした働き

方改革が行われなければならない点からすると、

医師の診療能力の評価や医療のアウトカム評価

も同時に行われなければならないことは重要な

視点であると思われる。また、医師の労働負担

軽減のためには、チーム医療の実践における多

職種の臨床能力の向上も同時になされなければ

ならないことも重要である。さらに、医師も人

間である点を最大限に理解し、医療現場におい

ては、医師の臨床能力が低下しないよう、睡眠

時間の確保や休養を取得できるよう、今後は様々

な工夫が求められてくる。医師がベストなコン

ディションで診療に臨むことは、患者にとって

もとても重要であり、医療のアウトカムが最善

となる可能性が高まる。

　Peter は、イギリスにおいても医師の業務の変

化に伴い、プロフェションに対する考え方にも

変化が見られてきているとしている 7）。今後は、

診療パフォーマンスに対する明白なスタンダー

ド（explicit standard setting and measuring 

performance）が求められ、自身による評価と

での 870 点から 920 点に、20 対 1 補助体制加算

では 658 点から 708 点など、より高く評価され

ることとなった。

　「②医師等の従事者の常勤配置に関する要件の

緩和」については、医師等の医療従事者の柔軟

な働き方に対応する観点から、一定の領域の診

療報酬について、常勤配置に係る要件の緩和を

行うことが基本的な考え方とされた。具体的な

内容としては、医師については、小児科・産婦

人科・その他専門性の高い特定の領域や夜間の

緊急対応の必要性が低い項目について、週 3 日

以上かつ週 24 時間以上の勤務を行っている複数

の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置

可能とすることとされた。対象は、小児科にお

いては、新生児治療回復室入院医療管理料、小

児入院医療管理料、小児食物アレルギー負荷検

査、障害児（者）リハビリテーション料、産婦

人科では、ハイリスク分娩管理加算、リハビリ

テーション科では、心大血管疾患リハビリテー

ション料、脳血管疾患リハビリテーション料、

廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハ

ビリテーション料、呼吸器リハビリテーション

料、難病患者リハビリテーション料など各リハ

ビリテーション料、その他精神科や麻酔科でも

該当することとされた。

　これらの診療報酬改定における評価を概観し

てみると、医師の業務内容に関し、多職種が可

能な限り協力する体制を院内で構築することが

求められていると言えよう。チーム医療の実践

の中で、医師は、リーダーとしての役割を果た

しながら、多職種が最大限に自らの能力を発揮

して、チーム医療のアウトカムにつなげること

が、今後の医療現場において益々求められてく

ることと思われる。医師の働き方改革成功のた

めには、多職種の能力の向上や質を担保した上

でのチーム医療実践の効率化についての更なる
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規制（self-regulation）、明白なインディケーター

によるデモンストレーションを伴う臨床能力の

再確認（revalidation）が求められてくるとして

いる。

　教育や研修、第三者評価なども同時に行いな

がら、診療の質保証がなされ、医師をはじめと

するチーム医療を実践する医療従事者が自己の

能力を最大限発揮し、患者に対するアウトカム

が最善となるよう今後の院内の改革に期待した

い。
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『賢い医療消費者になるために ― セルフヒーリング、セ
ルフケア、セルフメディケーション』（単著）社会評論社、
2018 年

『国際看護』（編者）学研、2016 年
『ヘルスケアサービスの質とマネジメント』（単著）社会
評論社、2012 年

『生き方としての健康科学』（共著）有信堂、2013 年
『健康と社会』（共著）NHK 出版、2011 年
『福祉国家の医療改革』（共著）東信堂、2003 年
『保健・医療・福祉の総合化を目指して』（共著）光生館、
1997 年
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